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このように、文政 5 年当時、コレラ菌やその伝染の仕組みに関する知識は皆
無であり、人々は対処法が分からず、ひたすら神仏に祈るしかありませんでした。
これは翌文政 6年（1823）に再びコレラが流行した際も同様でした。 

文政 6 年 8 月、再びコレラの流行が確認されると、藩は、江戸から御守札
3,200 枚、加持の芥子（けし）１升 5 合を「早之早飛脚」で国元へ送り、
御守札を家来に１枚ずつ、領内の村には村ごとに１枚ずつ配るよう手配して
います。また当時の領内総人口を 647,899 人とし、芥子は各人 1~2 粒を
配る計画でした。このことからも、当時、いかに藩政府・人々がこの病気を恐れ
ていたかがわかります。 

 この年の流行により、楊井謙三（直御目付）などの藩役人も死去していま
すが、幸いにも文政 5 年と比較して流行の程度は軽かったようです。この後、
文政 12 年頃までは、毎年夏前に満願寺への祈祷及び御守札の配布などが
毎年行われました。 

〔安政 5 年（1858）の流行と萩藩〕 
安政 5 年（1858）7 月、長崎に入港した米艦ミシシッ

ピー号の乗組員によって、再びコレラが日本に持ち込まれ、
大流行しました。 
萩藩領では、8 月に入り流行が始まり、28 日夜には、

在国中の藩主敬親にも吐瀉や下痢の症状があらわれまし
た。しかし、文政 5 年時とは異なり、萩藩内には好生館
（藩医能美洞庵らを中心に創設された医学稽古場が発
展したもの）があり、その中で天保 10 年（1839）に藩
医として召し抱えられた青木周弼らによって蘭書の翻訳が
実施されるなど、医療・医学のレベルが確実に向上してい
ました。 
藩主敬親の治療にあたった青木周弼は、敬親に対し阿

芙蓉（アヘン）の内服をすすめ、刺絡を施し、その症状を
改善したと伝えられています（『防長医学史』）。 
好生館は、同年 8 月 29 日、蘭書の中から必要な箇

所を翻訳した版本を作成し、領内に頒布しました。この原
本や写しが現在も残っています。 
このように、最新の医療知識を活かした対応が行われた

ものの、一方で、神仏への祈祷や、邪気を追い払うため台
場から空砲を放つなど、祈祷やまじないも行われました。ま
た、ペリー来航以来盛んとなった攘夷思想から、外国人が
毒を流したという説が流布しました（「古谷道庵日乗」安
政 5年 8月 16日条）。 
萩藩は同年 10 月 29 日現在で領内の死者数をとりま

とめています（右表参照）。これによると、萩を中心とした
日本海側の港町に大流行し、男性は女性の約 2 倍の罹
患率であったことがうかがえます。  

コレラはこれ以後もたびたび山口県を襲いました。特に
明治 12 年（1879）には県内のみで 3,000 人を超える
最大の犠牲者を出しています。 
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コレラに対するまじない歌。 

（「密局日乗」文政 5年 8月 23日条） 
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「善那氏種痘発明百年紀念会報告書」（小田家〔山口市吉敷〕245） 病気と祈り⑤ 

 

 

 
天然痘（疱瘡）は、人類史上最も

人類を苦しめた伝染病のひとつといって
もいいでしょう。しかし、一度かかったら
再びかからないことは知られており、古く
から中国などでは天然痘患者の膿（う
み）や痂（かさぶた）を健康な人に接
種して軽度の天然痘を起こさせて免疫
を得る「人痘法」が行なわれていました。
日本にも 18 世紀後半にはもたらされ
ていましたが、安全性が充分でなかった
等で普及しませんでした。 

1796 年にイギリスの医師ジェンナ
ーが、ウシが感染する牛痘の膿を用い
た安全な「牛痘法」を考案すると、こ
れが世界中に広まり、天然痘の流行
の抑制に大きな効果がありました。 
日本でも嘉永 2 年（1849）6 月

に佐賀藩が牛痘苗を輸入し、長崎で
種痘に成功してから、一気に普及し
始めました。長州藩でも、わずか 3 か
月後には萩で種痘に成功し、翌年か
らは各代官所から選抜された種痘医
により、全藩的に励行実施されました。 

当時の種痘は、上の写真のように、
善感（種痘の効果が現れ、免疫を
生じた状態）した子供から種を取り、
植え次いでいくものでした。安政 5 年
（1858）生まれの林茂香は自らの体
験談として、「余が始めて種痘したの
は文久 3 年（1863）6 歳の時であ
った。新堀の好生堂であったと後に聞
いた。当時は人から人に伝へるので、
その感否検査を受けるのを「種戻（た
ねもどし）」と言ふた。健全なる初生
児で発痘の満足な者は種を取られた。
萩では種痘を「付け疱瘡」と云ふた」と
記しています（『幕末・明治萩城下
見聞録』）。 
種痘が普及していった背景には、

医者たちの試行錯誤の歴史に加えて、
彼らの広範な人的ネットワークがありま
した。当時、全国から多くの医者が長
崎に留学していましたが、長州藩に長
崎での種痘成功の第一報をもたらし
たのも留学生の一人で、青木周弼の
門人でした。 
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『善那氏種痘発明百年紀念会
報告書』 

（小田家〔山口市吉敷〕245） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

林茂香が種痘をうけた好生堂（本
文参照）は、その 2 年前の文久
元年（1861）に萩瓦町に新築さ
れていました。写真はその長屋門。 
（小川五郎収集史料 1049-1） 

天然痘と種痘（人痘法から牛痘法へ） 
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岩国藩（岩国領）は、古くから極度に天然痘の蔓延をおそれ、患
者の隔離を徹底しました。4～6 代領主は実質的にひとり息子であり、
家の断絶を恐れて、とくに危険率の高い疫病には神経質であったこと
が考えられます。 
なかでも享保 17 年（1732）に定められた「疱瘡遠慮定」は厳密

なもので、城下で発病すると患者は直ちに城下南方に指定された「退
村（のきむら）」に隔離され、その村の住民ともども城下への立ち入り
が禁じられました。 
一方で、その厳重な警戒のためか、岩国では天然痘の医学的研

究（痘科といいます）が盛んでした。吉川家臣の池田正直に伝授さ
れた痘科術の系をつぐ池田瑞仙は寛政 9 年（1797）、幕府に初の
痘科医として出府しました（解説シート 23 参照）。その名声は大い
に高まりましたが、もとより人痘法の時代であり、のちには池田一門は
牛痘の導入に強く反対し、お玉が池種痘所の流れをくむ西洋医学所
とは鋭く対立しました。 

＊池田瑞仙のことは、森鴎外の『渋江抽斎』にも取り上げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国藩と天然痘 
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池田正直「戴曼公先生治痘用方」 
（写本、小野家文書 1337） 
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「杉弘相書状」（浦家文書巻 1） 身を保つ① 

 

 

 
室町・戦国時代に西中国～北部九

州一帯を支配した大内氏。15 世紀後
半～16 世紀初頭に安芸国（現広島
県西部）の内、大内氏の影響下にあ
った地域を統括していたのが、大内氏の
有力家臣であった杉弘相です。 
某年 7 月 27 日、杉弘相は安芸国

人の乃美備前守に対して手紙を送って
います（上の写真）。 内容を意訳す
ると、以下のようになります。 
「もう一度申します。混元丹を一貝

差し上げます。委しいことは宮内兵庫
助が親しく申すでしょう。それにしてもあ
なたの戦場での御高名は手紙に書きき
れるものではありません。」 
この手紙によって乃美備前守に贈ら

れたことがわかる「混元丹」とは、いったい
何でしょうか？ 
「混元」は、哺乳動物の胎盤、つまり

健康成分として最近話題を集めている
プラセンタのことです。胎盤は、胎児と母
体をつなぎ、血液、酸素、栄養などの

補給から老廃物や炭酸ガスの排出まで、
胎児が成長するのに必要なすべての機
能を持っています。さらにホルモンを分泌
するほか、毒物など無用な物質の侵入
から胎児を守る役目も果たしています。
このような胎盤の持つ不思議な力は、
古くから知られていました。 
そして「丹」には、もともと赤いという意

味があり、また練薬や丸薬の名前によく
使われます。 
したがって、「混元丹」とは、プラセンタ

を配合した赤色の練薬または丸薬だっ
たと考えられます。これが「一貝」、つまり
容器としての貝殻一つに入っていたわけ
です（解説シート 19参照）。 
杉氏は、乃美備前守の合戦での高

名を祝って、肉体疲労や滋養強壮に
効果のある「混元丹」を贈ったのでしょう。 
ちなみに、江戸時代の加賀国（現

石川県）では、「混元丹」は人々の生
活にかかせない民間薬だったようです。 
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現在作られている「混元丹」に

は、プラセンタをはじめ 18 種類もの
生薬が配合されています。 
具体的には、ビャクジュツ、ニンジ

ン、ゴオウ、コウブシ、コウボク、オン
ジ、アンナカ、ゴシュユ、タルク、梅
花、ガジュツ、シュクシャ、ブクリョウ、
キキョウ、カンゾウ、モッコウ、オウギ、
サンヤク、天竺黄などの生薬の成分
が含まれています。 
形態は、水飴状のタイプと粉状の

タイプとがあり、前者は赤い色をして
います。 
虚弱体質、肉体疲労、食欲不

振、胃腸虚弱、病中病後の滋養
強壮などに良く効くとされます。 

戦国時代のプラセンタ 
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